
①市民の生命・
健康の保護

② 市民生活・経済への
影響を最小化
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対策項目 準備期
（新たな感染症危機の発生前の段階）

初動期
（新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性が

ある感染症が発生した段階）

対応期
（政府対策本部が設置され、基本的対処方針が

策定・公示されて以降の段階）

① 実施体制
〇新型インフルエンザ等の発生に備え、平時から
国、県、他市町村、指定（地方）公共機関、医療
機関等と連携し、一体となった取り組みを推進す
る。

〇市及び関係機関における対策の実施体制を強化し、
初動期における対策を迅速に実施する。

〇市及び関係機関における対策の実施体制を持続可能なもの
とする。
〇感染危機の状況並びに市民生活及び市民経済の状況に応じ
て、柔軟かつ機動的に対策を切り替える。

② 情報収集・分析
〇平時には、定期的に行う情報収集・分析に加え
て、情報内容の整理や把握手段の確保を行う等、
有事に向けた準備を行う。

〇新たな感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感
染性、薬剤感受性等）に関する情報の収集・分析を
迅速に行う。

〇発生状況に応じ、感染拡大の防止と市民生活及び市民経済
との両立を見据えた対策の柔軟かつ機動的な切替え等に資す
るよう、リスク評価を継続して実施する。

③ サーベイランス
〇平時から感染症サーベイランスシステムやあら
ゆる情報源の活用により、感染症の異常な発生を
早期に探知する。

〇感染症サーベイランスの実施体制を強化し、早期
に探知された新型インフルエンザ等に関する情報の
確認を行い、リスク評価や感染症危機管理上の意思
決定につなげる。

〇強化された感染症サーベイランスの実施体制により、感染
症の特徴や病原体の性状等の情報を収集し、リスク評価や感
染症危機管理上の意思決定につなげる。

④ 情報提供・共有、
リスクコミュニケー
ション

〇平時から、市民等の感染症に対する意識を把握
し、感染症危機に対する理解を深める。

〇感染拡大に備え、市民等に的確な情報提供・共有
を行い、準備を促す。

〇市民の関心事項等を踏まえつつ、対策に対する市民等の理
解を深め、リスク低減のパートナーとして、適切な行動につ
ながるよう促す。

⑤ 水際対策
〇平時から国や県、検疫所等と連携し、水際対策
の実施に必要な協力体制の構築を図る。

〇市内への病原体の侵入や感染拡大のスピードをで
きる限り遅らせ、感染症危機対策の準備を行う時間
を確保する。

〇新たな病原体の侵入や感染拡大のスピードをできる限り遅
らせ、感染拡大に対する準備を行う時間を確保する。

⑥ まん延防止 〇発生時に、感染拡大のスピードやピークを抑制
するための準備を行う。

〇まん延防止対策の実施により感染拡大のスピード
やピークを抑制する。

〇引き続き感染拡大のスピードやピークを抑制する。

⑦ ワクチン 〇円滑なワクチン接種を実現できるよう、医療機
関等と接種体制に必要な準備を進める。

〇準備期に計画した接種体制等を活用し、速やかな
予防接種へとつなげる。

〇準備期に計画した接種体制に基づき、迅速に接種できるよ
うにする。

⑧医療
〇県の医療提供体制の確保や有事に医療機関等が
対応できるための支援を行う。さらに、移送体制
の確保に向けて、消防機関と必要な協議を行う。

〇県や医療機関等と連携し、相談・受診から入退院
までの流れを迅速に整備する。

〇病原性や感染性等に応じて、医療機関等と連携し、新型イ
ンフルエンザ等の患者及びその他の患者に適切な医療が提供
できるよう対応を行う。

⑨治療薬・治療法
(準備期における所要の対応なし） 〇新型インフルエンザ等の発生時に、流行状況の早

期収束を目的として、治療薬・治療法の活用に向け
た取組を進める。

〇有効な治療薬が速やかに必要な患者に公平に届くことを目
指した対応を行う。

⑩ 検査
〇患者の診断を迅速かつ的確に行うことができる
体制を構築する。

〇国や県と連携して、検査体制を早期に整備する。
〇発生時に、適切な検査の実施により、患者を早期
発見して適切な医療提供につなげ、患者等からの感
染拡大を防止する。

〇検査実施体制を整備し、適切な検査の実施により患者を早
期発見することで、適切な医療提供につなげ、患者等からの
感染拡大を防止する。

⑪ 保健
〇県や医療機関等と連携し、感染症危機時の中核
となる保健所が、有事の際に機能を果たすことが
できようにする。

〇有事体制への移行準備を進め、発生等の公表後に
迅速に対応できるようにする。

〇必要な体制を確保して、地域の関係機関が連携して感染症
危機に対応する。

⑫ 物資 〇有事に必要な感染症対策物資等が確保できるよう、備蓄の推進等の必要な準備を行う。 〇初動期に引き続き、有事に必要な感染症対策物資等を確保
する。

⑬ 生活・経済の
安定の確保

〇新型インフルエンザ等の発生時に市民生活及び
社会経済活動の安定を確保するための体制及び環
境を整備する。

〇新型インフル等の発生に備え、必要な対策の準備
等を行う。
〇市民や事業者等に、事業継続のための感染対策等
の準備等を呼び掛ける。

〇準備期での対応を基に、市民生活及び社会経済活動の安定
を確保するための取組を行う。
〇まん延の防止に関する措置により生じた影響を緩和するた
め、必要な支援及び対策を行う。 ２
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